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第34条：緊急時対策所

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 に お け る

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性
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２．緊急時対策所の居住性評価

１．緊急時対策所の居住性評価について
（１） 2020年5月20日審査会合での居住性評価に関するコメント
緊急時対策所の居住性評価が約2.8 mSv/７日間としているが、再処理でも約4mSv/７
日間であり、感覚的に過剰に安全係数をかけていると思う。再処理との評価方法の違
いを整理すること。

（２） コメントに対する対応方針
・MOX有効性評価の条件を前提に居住性評価における保守的な条件を検討する。
・再処理施設の居住性評価と比較し，評価方法の違いを整理する。

（３） 有効性評価との比較
有効性評価と比較し，以下の評価項目について，保守的に見込んだ。
・経路への移行割合を全量工程室に移行することで評価。
・工程室排気フィルタ２段は見込まない。
・放出時間については，事象発生後から300秒の間に放出量の全量が放出されること
を想定する。

［参考］
再処理施設の例として，精製建屋における蒸発乾固を参考に，居住性評価におけ
る放射性物質の放出量がMOXと再処理で有効性評価に対して同等の保守性を見
込んで設定していることを確認した。条件の比較を第１表に示す。
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ＭＯＸ燃料加工施設 再処理施設 （参考）

有効性評価 居住性評価 有効性評価 居住性評価

重大事故
等

露出したＭＯＸ粉末を取扱い，火災源を有する８ＧＢ
での同時火災

精製建屋における貯槽等の蒸発乾固

取扱量 1×104 ｇ・Ｐu 1×104 ｇ・Ｐu 6.4×104 ｇ・Ｐｕ 6.4×104 ｇ・Ｐｕ

ＡＲＦ 均一化 0.241％
造粒① 0.331％
造粒② 0.064％
回収・混合 0.073％
添加剤Ａ,B 0.073％
プレスＡ,B 0.031％

有効性評価と同様 0.005％

⇒機器注水又は冷
却コイル通水

0.05％

⇒機器注水又は冷
却コイル通水は見込
まない

放出経路 ＧＢ排気：24％
工程室排気：75％
⇒給気系経由
パネル開口部：1％

GB排気：0％
工程室排気：100％
⇒給気系経由
パネル開口部：0％

セル経由 セル経由

放出経路
のＤＦ

ダクト経路：10-1

フィルタ（工程室2段）
：10-5

フィルタ（給気系1段）：
10-2

※工程室排気フィルタ4段：10-9

ダクト経路：10-1

フィルタ（工程室2段）
：考慮しない
フィルタ（給気系1段）
： 10-2

※工程室排気フィルタ4段：10-9は想定しない

凝縮器 10-1 

放射性エアロゾル
の沈着 10-1 

排気フィルタ２段
:10-5

考慮しない

放出量 1×10-6ＴＢｑ 6×10-2TBq 5×10-6TBq 7×10-1TBq

被ばく量 － 3.7×10-1mSv／7日 － ４ｍSｖ／7日間
※5建屋の蒸発乾固，水素爆発合計

第１表 有効性評価，居住性評価の比較
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１．燃料加工施設における重大事故対処に必要な計装設備について

燃料加工施設の重大事故等対処（以下、「対処」とする。）について、核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失
の対処に使用するパラメータ及びパラメータの計測に使用する計器を整理する。また、対処後に燃料加工施設の
状態を監視するために重要監視パラメータを再処理施設中央制御室及び緊急時対策所へ伝送するのに必要な
設備についても整理する。なお、対処時に監視・記録が必要なパラメータを計測する設計基準の設備で監視可能
な場合は早急な対処確認のために使用する。（自主対策設備）

２．再処理施設計装設備と燃料加工施設計装設備の違い
（１）重要代替監視パラメータについて

加工施設の場合、対処時に常設計器とは独立した常設重要計器及び可搬型重要計器を使用し，常設計器と
同様のパラメータを測定する、重要代替監視パラメータは不要と整理した。（重要監視パラメータのみを測定）
監視パラメータ及び監視パラメータを計測する設備について第２表に示す。

３．計装設備の具体的記載内容
（１）34条：緊急時対策所
・対処の判断に使用する計器の仕様、個数を集約して記載（対象：29条、30条、31条）
⇒判断フローを第１図に示す
・これらパラメータを再処理施設中央制御室及び緊急時対策所へ伝送する設備を記載し整理
⇒伝送系統図を第２図に示す。

・「対処の着手判断、実施判断、成否判断等に用いるパラメータ，パラメータの計測に必要な計器及び監視，記
録するために必要な設備」を手順に記載

（２）重大事故等対処が必要な条文：29条、30条、31条
・対処の判断に使用するパラメータ及び計器の名称を記載
・計器を使用する判断及び手順を整理

５．緊急時対策所への計装設備の整理について
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区分 常設／可搬 設備
監視

パラメータ
展開条文

SA

常設

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置 温度 29条

可搬

可搬型グローブボックス温度表
示端末（テスター）

ー 29条

可搬型ダンパ出口風速計 風速 29条

可搬型水位計 水位 31条

可搬型圧力計 圧力 30条

α・β線用サーベイメータ，
可搬型ダストサンプラ

濃度 29条

可搬型発電機 電圧 32，34条

可搬型情報収集装置 ー 34条

可搬型情報表示装置 ー 34条

自主 常設

GB温度監視装置，GB負圧・温

度監視装置，電源設備，伝送
装置，表示装置等 温度他 29条他

第２表 重大事故等対処設備と自主対策設備について
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第１図 重大事故等発生時の常設重要計器と可搬型重要
計器の使用判断フロー
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情報収集装置

緊急時対策建屋

燃料加工建屋可搬型情報収集装置
（燃料加工建屋配備）

「火災源近傍温度，ダンパ出口風速」

可搬型グローブボック
ス温度表示端末

火災状況確認用温度計
「火災源近傍温度」

情報表示装置

監視測定設備（第33条）
可搬型排気モニタリング設備
可搬型環境モニタリング設備
可搬型気象観測設備

監視測定設備（第33条）
可搬型データ伝送装置

監視測定設備（第33条）
可搬型データ表示装置

可搬型環境モニタリング設備

凡例

有線伝送

計装設備，計測制御装置
「監視，記録するパラメータ」

無線伝送

計装設備，計測制御装置以外の設備

燃料加工建屋可搬型情報表示装置
（制御建屋配備）

「火災源近傍温度，ダンパ出口風速」

燃料加工建屋可搬型情報収集装置
（制御建屋配備）

「火災源近傍温度，ダンパ出口風速」

可搬型データ伝送装置

可搬型貯水槽水位計
「貯水槽水位」

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

可搬型貯水槽水位計
「貯水槽水位」

制御建屋

燃料加工建屋

制御建屋可搬型情報表示装置
「貯水槽水位」

制御建屋可搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

第１保管庫・貯水所

第２保管庫・貯水所

可搬型ダンパ出口
風速計

「ダンパ出口風速」

第２図 可搬型重大事故等対処設備使用時の伝送経路
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データ表示装置

データ収集装置

制御建屋

通信連絡設備（第35条）
環境中継サーバ

データ表示装置（燃料加工建屋）
「火災近傍温度，放射性物質濃度」

データ収集装置（燃料加工建屋）
「火災近傍温度，放射性物質濃度」

燃料加工建屋

グローブボックス温度監視装置
「火災源近傍温度」

監視測定設備（第33条）
気象観測設備

燃料加工建屋データ収集装置
(燃料加工建屋設置)
「火災源近傍温度」

グローブボックス負圧・
温度監視装置

「火災源近傍温度」

監視測定設備（第33条）
排気モニタリング設備

凡例

計装設備，計測制御装置以外の設備

有線伝送

計装設備，計測制御装置「監視，記録するパラメータ」

監視測定設備（第33条）
気象盤

監視測定設備（第33条）
環境監視盤

緊急時対策建屋

監視測定設備（第33条）
環境モニタリング設備

燃料加工建屋データ収集装置
(制御建屋設置)

「火災近傍温度，放射性物質濃度」

燃料加工建屋データ表示装置
(制御建屋設置)

「火災近傍温度，放射性物質濃度」

第２図 常設重大事故等対処設備使用時の伝送経路
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３４条 緊急時対策所（計装設備） ２９条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

① 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するために必要な
計装設備
核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するために必要
な計装設備の常設重要計器は，常設重大事故等対処設備として
位置付ける。また，可搬型重要計器は，可搬型重大事故等対処
設備として配備する。
［可搬型重大事故等対処設備］
可搬型グローブボックス温度表示端末（テスター）※１
可搬型ダンパ出口風速計※１
アルファ・ベータ線用サーベイメータ※１
可搬型ダストサンプラ※１
※１：充電池及び乾電池を含む。

［常設重大事故等対処設備］
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置（端末）

2.1.1 火災の消火に使用する設備
2.1.1.2 計装設備

代替消火設備の遠隔消火装置による消火の実施を判断するた
め，外的事象を要因として発生した場合の対処においては，火災
状況確認用温度計に中央監視室近傍から可搬型グローブボックス
温度表示端末を接続することで，重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス内における火災源近傍の温度を確認する。また，内
的事象を要因として発生した場合の対処においては，火災状況確
認用温度計の測定値を火災状況確認用温度表示装置に表示する
ことにより，中央監視室にて重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災源近傍の温度を確認する。
上記の重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火
災の状況を確認し，代替消火設備の遠隔消火装置による消火の
実施を判断するため，火災状況確認用温度計（第34条 緊急時対
策所）及び火災状況確認用温度表示装置（第34条 緊急時対策
所）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また，可搬
型グローブボックス温度表示端末（第34条 緊急時対策所）を可搬
型重大事故等対処設備として新たに配備する。
主要な設備は，以下のとおりである。

(１) 常設重大事故等対処設備
① 計装設備
・火災状況確認用温度計（第34条 緊急時対策所）
・火災状況確認用温度表示装置（第34条 緊急時対策所）

(２) 可搬型重大事故等対処設備
① 計装設備
・可搬型グローブボックス温度表示端末
（第34条 緊急時対策所）

（参考） 緊急時対策所（計装設備）と２９条との記載内容
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３４条 緊急時対策所（計装設備） ２９条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

（前頁からの続き）

2.1.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備
2.1.2.2 計装設備

放出防止設備によるグローブボックス排気設備及び工程室排気
設備からの大気中への放出経路が閉止されたことを確認するため，
可搬型ダンパ出口風速計（第34条 緊急時対策所）を可搬型重大
事故等対処設備として新たに配備する。
主要な設備は，以下のとおりである。

(１) 可搬型重大事故等対処設備
① 計装設備
・可搬型ダンパ出口風速計（第34条 緊急時対策所）

2.1.3 核燃料物質の回収に使用する設備
2.1.3.1 計装設備

火災の消火に使用する設備及び燃料加工建屋外への放出経路
の閉止に使用する設備を用いた重大事故等対策が完了し，重大
事故の発生によりグローブボックスから工程室内に漏えいした核
燃料物質の沈降により工程室内の気相中における放射性物質濃
度が十分に低減され，濃度変動がないことを確認した後に，濡れ
ウエス等の資機材により床面に沈降した核燃料物質を回収する。

上記の工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に低
減され，濃度変動がないことを確認するため，可搬型ダストサンプ
ラ（第34条 緊急時対策所）及びアルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（第34条 緊急時対策所）を可搬型重大事故等対処設備として新
たに配備する。
主要な設備は，以下のとおりである。

(１) 可搬型重大事故等対処設備
① 計装設備
・可搬型ダストサンプラ（第34条 緊急時対策所）
・アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（第34条 緊急時対策所）

（参考） 緊急時対策所（計装設備）と２９条との記載内容


